消防用設備等保守点検業務委託　仕様書

　消防法第１７条の３の３に定められた「消防用設備等についての点検及び報告」について、消防庁により規定された方法により適切に実施すること。


所 在 地：京都市伏見区深草中川原町１３番地の７　京都管理基地事務所２階

名　  称：京都市軽自動車税事務所

業務内容：消防法第１７条の３の３に定める次の点検の実施及び結果報告
➀機器点検（以下「➀」という。）
➁機器点検及び総合点検（以下「➁」という。）

期　　間：➀…契約日から令和８年８月２７日（木）までのいずれかの日
　　　　　➁…令和９年１月１３日（水）から令和９年２月１７日（水）までのいずれかの日
　　　　　ただし➀、➁とも土曜日・日曜日・祝日を除いた平日の午前８時３０分から午後４時までとし、具体的な実施日時は京都市軽自動車税事務所の職員と調整し決めること。

結果報告：➀…消防用設備等点検結果報告書を作成し、市税事務所 軽自動車税事務所に提出すること。
　　　　　➁…消防用設備等点検結果報告書を作成し、市税事務所 軽自動車税事務所に提出のうえ、伏見消防署へも提出すること。

備　　考：点検に用いる機材・用具等は、原則として受託者の負担とする。ただし点検の実施に伴い必要となる光熱水費については、本市の負担とする。
　　　　 消防法施行令第３６条より、点検については消防設備士又は消防設備点検資格を有する者が行うこと。


　　　　　【消防設備の設置状況】
	設備の種類
	設置数

	区　分
	機器名
	摘要
	

	自動火災報知設備
	感知器
	熱感知器
	１

	
	
	煙感知器
	１０

	
	音響装置
	
	１

	
	発信機
	
	１

	
	受信機
	
	１

	防排煙　制御設備
	排煙窓
	排煙窓
（開閉用ハンドルを含む）
	１

	誘導灯
	避難口誘導灯
	中型
	２

	
	
	小型
	２

	
	誘導標識
	避難口
	１

	消火器具
	Ａ　１０型
	
	２



